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一
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八
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郵
送
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含
む
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一
九

木 曜 日
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五
日　

山
梨
県
公
報
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次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

一
九

○
道
路
の
供
用
開
始	

一
九

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
換
地
処
分
の
実
施	

一
九

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

二
〇

　
　
　
　

そ　

の　

他

○
漁
業
法
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
取
扱
い
の
指
示	

二
〇

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
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一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　
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甲
府
精
進
湖
線

三　

道
路
の
区
域
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間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員
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メ
ー
ト
ル
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延　
　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
落
合
町
字
田
通
一
二
四
九
地
先
か
ら

甲
府
市
小
曲
町
字
寺
東
四
番
二
地
先
ま
で

旧

六
・
一
〜
一
五
・
九

一
一
〇
・
四

新

六
・
九
〜
四
〇
・
二

一
一
〇
・
四

山
梨
県
告
示
第
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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一
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五
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類　

県
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二　
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笛
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市
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線
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道
路
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区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
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長

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
芦
川
町
鶯
宿
字
里
道
二
三
七
五
番
一
地
先

か
ら
笛
吹
市
芦
川
町
鶯
宿
字
シ
ダ
倉
二
三
七
六
番
二
地

先
ま
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旧

一
〇
・
一
〜

一
六
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八
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八

新
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三
・
〇
〜

三
二
・
七

八
九
・
八

山
梨
県
告
示
第
十
五
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
二
十
五
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二
十
四
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律
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二
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の
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定
に
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実
施
し
た
。
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五
日
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県
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事	

後　
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◉　

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

上
野
原
市
上
野
原
字
梨
久
保
三
千
百
四
十
二
番

五
の
一
部
、
三
千
百
六
十
二
番
一
、
三
千
百
六
十
三
番
二
の
一
部
、
三
千
百
六
十
三
番
三
の
一
部
、

三
千
百
六
十
三
番
七
、
三
千
百
六
十
三
番
九
、
三
千
百
六
十
三
番
十
、
三
千
百
六
十
四
番
二
、
三
千

二
百
六
番
三
及
び
道
の
一
部
の
区
域

二　

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路

次
の
図
の
と
お
り

　

	　
（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
及
び
上
野

原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三	　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

上
野
原
市
上
野
原
三
千
八
百
三
十
二
番
地　

上
野
原

市　

上
野
原
市
長　

江
口
英
雄

　
　
　
　
　
　

そ　

の　

他

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会　

長　
　

宮　
　

崎　
　

淳　
　

一　
　

一	　

指
示
の
内
容　

河
口
湖
と
の
合
流
点
よ
り
上
流
の
奥
川
及
び
寺
川
で
、
ワ
カ
サ
ギ
及
び
そ
の
卵
を

採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
及
び
河
口
湖

漁
業
協
同
組
合
が
河
口
湖
の
ワ
カ
サ
ギ
資
源
増
殖
の
た
め
に
採
捕
す
る
場
合
は
、こ
の
限
り
で
な
い
。

二　

指
示
の
期
間　

平
成
三
十
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で 　

二
〇


